
重点交付金
充当額

国庫補助額
(重点交付金

除く)

その他
（県補助等）

一般
財源

1 物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（低所得世帯
支援分）
【物価高騰対策給付金】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行う
ことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費

65,030,000 65,030,000 0 0 0 物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、令和5年12月
中に給付金の支給を開始し、迅速な支援を行うことができました（事業効果）。
○支給対象・支給件数：
・令和5年12月1日時点の令和5年度住民税非課税世帯　15,822世帯
※令和5年度～令和6年度の累計実績

対象世帯に対して令和5年12
月28日から支給を開始

社会福祉課

2 社会福祉課

3 No.2事業（事務費） ①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行う
ことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付にかかる事務費

2,322,000 2,322,000 0 0 0 国の事務連絡において低所得世帯支援枠の事務費の残額を給付金・定額減税一
体支援枠の事務費として活用可能と示されたことから、No.1事業の事務費の残額
2,322千円をNo.2事業の事務費へ充当し、給付事務を円滑に実施しました。

対象世帯に対して令和6年3月
28日から支給を開始
(ただしコロナ交付金からの振
替に係る3万円支給について
は先行して令和5年7月21日か
ら支給を開始)

社会福祉課

4 社会福祉課

3

5 水道事業会計への繰出経費
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている生活者の経済
負担を軽減するため、市内水道料金を支援す
る。
②市内水道利用者の2ケ月分の基本料金相当
額（水道事業会計へ繰出し、減免に要する費用
を交付対象経費とする。）

164,486,242 148,463,000 0 0 16,023,242 物価高騰の影響を受けている市民生活の負担を軽減するため、市内水道使用者
の2カ月分の基本料金相当額を減免するための経費を水道事業会計に補助しま
した。
　・支援対象： 市内水道使用者（公共施設を除く）
　・対象件数： 73,086件

当該補助事業により支援した
使用者　73,086件

企画政策課

6 公共交通継続支援事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている公共交通事業
者に、令和５年度の走行距離に応じた支援を行
うことで地域に不可欠な交通手段を確保する。
②公共交通事業継続支援金

23,460,000 2,112,000 0 0 21,348,000 物価高騰の影響を受けている市内運行を行う公共交通事業者に物価高騰対策支
援金を支給し、事業継続を支援しました。
・支援対象： 市内バス事業者、市内を運行するバス路線を有する事業者、市内タ
クシー・福祉限定事業者、市内で完結する鉄道路線を運行する公共交通事業者
・支給金額： エネルギー高騰額の1/2
・支援件数： 15件
・支援率： 71％

当該補助事業により支援した
事業者数　15者

都市計画課

7 介護施設等物価高騰対策支
援金支給事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている介護施設等に、
燃料費等の高騰分を補助する。
②会計年度任用職員報酬、通信費、補助金

54,363,374 49,066,000 0 0 5,297,374 物価高騰の影響を価格転嫁することが困難な介護施設等の事業者に支援金を支
給することで、施設の安定運営と介護サービスの安定確保を図りました。
・支給金額： 53,776千円
・支援件数： 86施設
・支援率： 93％（支援件数86件／対象件数92件）

当該補助事業により支援した
介護施設等　86施設(86/92)

介護保険課

令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業　実績一覧

対象世帯に対して令和7年2月
27日から支給を開始

物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（R6低所得世
帯支援・不足額給付分）
【物価高騰対策給付金】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行う
ことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費

505,096,000 0505,096,000 0

実績指標

0 物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯への支援、及び定額減税の恩
恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方への支援として、令和6年3月
中に給付金の支給を開始し、迅速な支援を行うことができました（事業効果）。
○支給対象・支給件数：
・令和5年12月1日時点の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯　2,809世帯
・令和6年6月3日時点の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯　2,300世
帯
・令和6年6月3日時点の令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
880世帯
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯、令和6年度住民税非課税
化または均等割のみ課税化世帯に属する18歳以下の児童　2,474人
・令和6年分所得税及び令和6年度住民税において定額減税しきれないと見込ま
れる方への調整給付　28,639人（給付金額の算定に係る扶養親族等を含め52,117
人）
※令和5年度～令和6年度の累計実績

物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、令和7年2月中
に給付金の支給を開始し、迅速な支援を行うことができました（事業効果）。
○支給対象・支給件数：
・令和6年12月13日時点の令和6年度住民税非課税世帯　15,673世帯
・令和6年12月13日時点の令和6年度住民税非課税世帯に属する18歳以下の児
童　1,526人
※令和6年度末時点の実績。令和7年度において継続中。

0

担当所属名

対象世帯に対して令和6年3月
28日から支給を開始
(ただしコロナ交付金からの振
替に係る3万円支給について
は先行して令和5年7月21日か
ら支給を開始)

物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（給付金・定
額減税一体支援分）
【物価高騰対策給付金】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行う
ことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費

1,566,675,000 0

　事業概要
①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

単位：円

主な実績、効果等総事業費

1,566,675,000 0

No
物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金

実施計画事業名
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重点交付金
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令和６年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業　実績一覧

実績指標 担当所属名
　事業概要

①目的・効果
②交付金を充当する経費内容

単位：円

主な実績、効果等総事業費No
物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金

実施計画事業名

8 障害福祉施設等物価高騰対
策支援金支給事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている障害福祉施設
等に、燃料費等の高騰分を補助する。
②会計年度任用職員報酬、通信費、補助金

15,988,038 14,430,000 0 0 1,558,038 物価高騰の影響を価格転嫁することが困難な障害福祉施設等の事業者に支援金
を支給することで、施設の安定運営と障害福祉サービスの安定確保を図りまし
た。
・支給金額： 15,385千円
・支援件数： 79件
・支援率： 93％（支援件数79件／対象件数85件）

当該補助事業により支援した
障害福祉施設等　79施設
(79/85）

障害福祉課

9 公立保育園支援事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている公立保育園の
給食の質・量を確保するとともに給食費の値上
げを防ぐため、賄材料費の高騰分を支援する。
②公立保育園賄材料費の高騰分（3歳未満児1
食あたり54円・3歳以上児1食あたり50円）

2,130,488 1,922,000 0 0 208,488 原油価格・物価高騰の影響を受けた公立保育園（6園）に対し、賄材料費の高騰分
（20％）として、米代、牛乳代を支援することで、給食の質・量を確保しつつ、従前
の保護者負担額を維持しました。

当該補助事業により支援した
施設数 6園

こども保育課

10 認可外保育施設支援事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている認可外保育施
設の給食の質・量を確保するとともに給食費の
値上げを防ぐため、賄材料費の高騰分を施設に
給付する。
②認可外保育施設の給食用食材の高騰分（1食
あたり50円）

44,000 25,000 0 0 19,000 物価高騰の影響を受けた認可外保育施設（1施設）に対し、給食の質・量を確保し
つつ、従前の保護者負担額のままを維持するため、給食用食材費の高騰分
（20％）を支援しました。
・対象：天使の隠れ家　保育施設　リトルエンジェル（1施設）
・補助金額：給食を提供する乳児及び幼児（継続して一定の日数を利用する乳児
及び幼児に限る。）に対し、提供した給食１食当たり、50円

当該補助事業により支援した
施設数 1施設

こども保育課

11 私立幼稚園支援事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている私立幼稚園の
給食の質・量を確保するとともに給食費の値上
げを防ぐため、賄材料費の高騰分を園に給付す
る。
②私立幼稚園の給食用食材の高騰分（園児1人
あたり1か月1,000円）

5,214,000 4,687,000 0 0 527,000 物価高騰の影響を受けた私立幼稚園（4園）に対し、給食の質・量を確保しつつ、
従前の保護者負担額のままを維持するため、給食用食材費の高騰分（20％）を支
援しました。
・対象：市内私立幼稚園（4園）
・補助金額：月の初日に在園する園児1人当たり月額1,000円として算出された額

当該補助事業により支援した
施設数 4園

こども保育課

12 民間保育園等支援事業
（物価高騰対応分）

①物価高騰の影響を受けている民間保育園の
給食の質・量を確保するとともに給食費の値上
げを防ぐため、賄材料費の高騰分を園に給付す
る。
②民間保育園の給食用食材の高騰分（園児1人
あたり1か月1,000円）

26,583,000 21,650,000 0 0 4,933,000 物価高騰の影響を受けている民間保育園等（37園）に対し、給食の質・量を確保
するとともに給食費の値上げを防ぐため、給食用食材の高騰分を支援しました。
・対象：佐倉市内の民間保育園等（37園）
・補助金額：月の初日に在園する園児1人当たり月額1,000円として算出された額

当該補助事業により支援した
施設数 　37園

こども政策課

2,431,392,142 2,381,478,000 0 0 49,914,142

※ 本資料は交付金上の令和６年度実施計画分実績報告額により作成したものです。
　　一部の事業については実施時期が令和５年度及び令和７年度にまたがるため、実績額が市の令和６年度決算額と一致しない場合があります。
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